
栄養素（ビタミン・ミネラ
ル）の補給のために利
用される食品で、栄養素
の機能を表示するもの

る旨の表示をする食品

からだの生理学的機能などに影響を与える
保健機能成分を含む食品で、血圧、血中の
コレステロールなどを正常に保つことを助け
たり、おなかの調子を整えるのに役立つなど
の特定の保健の用途を表示するもの

健康の保持増進に資する食品として販売・利用されている食品全般について「健康食品」と呼ばれること
がありますが法令に定義されている「保健機能食品」を除いた「いわゆる健康食品」については、明確な定
義はありません。

保健機能食品（「健康食品」のうち、国が制度化しているもの）
●特定保健用食品
特定の保健の用途に資することを目的として、健康の維
持増進に役立つ又は適する旨の表示について厚生労働
大臣が個別に許可又は承認した食品

●栄養機能食品
定められた規格基準に適合していれば、国への許可申
請や届出なくして、厚生労働省が指定した栄養成分の
機能を表示できる食品
※いずれも、審査等により安全性も担保している。

健康の保持増進効果等の虚偽・誇大広告等の禁止
食品として販売される物について、健康の保持増進の効
果等に関し、
・著しく事実に相違する
・著しく人を誤解させる

ような広告等の表示をしてはならない。

一般食品における安全性確保に加え、特
殊な方法により摂取する食品等の暫定流
通禁止措置

●表示内容の充実　（平成17年2月1日）
・特定保健用食品制度の見直し

●表示の適正化
・栄養機能食品にふさわしくない表示を禁
止するなど、保健機能食品における表示
規制を強化

●安全性の確保
・
範（GMP）ガイドライン、原材料の安全性自
己点検ガイドラインの作成

独立行政法人国立健康・栄養研究所ホームページ
『「健康食品』の安全性・有効性情報」　http://www.nih.go.jp/eiken/

●「健康食品」について●「健康食品」について

●虚偽誇大広告等の禁止
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●食中毒防止対策●食中毒防止対策

　平成17年度に国内で発生した食中毒事件件数は1,545件（対前年度比92.7％）であり、患

者数は27,019人となっています。事件数は平成10年をピークに減少しているものの、患者数は

ては従前からカンピロバクターやサルモネラなどの細菌が大半を占めていますが、近年ではノ

ロウィルスなどのウィルスの増加が報告されています。

　厚生労働省では、ウイルス性食中毒の対策に資するため、その主要原因となっているウイル

スについて、食品からの簡単かつ高感度な検出法の開発や、食品の汚染実態の調査を行う

とともに、食中毒発生時の食品に含まれるウイルス量に関する調査等により、ウイルスのリスク評

価を行う際に必要な基礎データの収集を行っているところです。また、当面の対策として、ノロ

ウイルスやE型肝炎に関する正しい知識と予防対策等について国民の理解を深め、ウイルス

性食中毒の発生防止に資するよう、最新の知見に基づくQ&Aを作成し、厚生労働省ホーム

ページで公開しています。

細菌

カンピロバクター・ジェジュニ／コリ

サルモネラ属菌

腸炎ビブリオ

その他

ウイルス※

化学物質

植物性自然毒

動物性自然毒

その他

不明

総数

※ノロウイルスが274件であった。

食中毒発生状況

原因物質別食中毒発生状況 1 年）

50,000

45,000

40,000

35,000

30,000

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0
昭和
57年

昭和
60年

昭和
63年

平成
3年

平成
6年

平成
9年

平成
12年

平成
15年

平成

事件数
死者数

27,019名
1,545件
7名

患
者
数（
人
）

事件数（件） % 患者数（人） 死者数（人）

1,065

645

144

113

163

275

14

58

48

8

77

1,545

41.7

9.3

7.3

10.6

17.8

0.9

3.8

3.1

0.5

5.0

100.0

16,678

3,439

3,700

2,301

7,238

8,728

111

210

75

8

1,209

27,019

1

ー

1

ー

ー

ー

ー

4

2

ー

ー

7

10



●総合衛生管理製造過程承認制度●総合衛生管理製造過程承認制度

●集団給食施設等には「大量調理施設衛生管理マニュアル」を定め、衛生管
理の向上を指導

●HACCP
● 16年2月より更新制（3年）導入

その他

HACCP方式

原材料

調　合

充　填

密　封

熱処理

冷　却

包　装

出　荷

受入検査・記録

調合比率の確認・記録

温度、充填量の確認・記録

密封性の確認・記録

水質、水温の確認、記録

衝撃、温度の確認・記録

重要管理点（CCP）

HACCPとは、食品の製造・加工工程のあらゆる段階で発生する恐れのある微生物
汚染等の危害をあらかじめ分析（Hazard Analysis）し、その結果に基づいて、製造

いう重要管理点（Critical Control Point
HACCPの

概念を取り入れた商品の製造過程であり、平成7年、食品衛生法の改正により営
業者の任意の申請による厚生労働大臣の承認制度として創設。

①食中毒速報

②食中毒関連情報

③食中毒発生状況

　生研究所（

食品営業施設の監視指導（平成16年度）
・調査・監視指導施設数 3,906,227
・うち処分件数 5,495

収去試験（平成 年度）
・総収去検体数数 175,972
・うち不良検体数 1,425

夏季、年末食品一斉取締り（夏季2005年、年末2004年）

立入検査　夏季 施設
収去試験　夏季 検体

学校給食施設等の一斉点検
学校給食施設 16,581施設（2000年）、社会福祉給食施設 31,943施設（2002年）の
点検を実施

食品の食中毒菌汚染実態調査（2005年度）
2,812件の検査を実施

食中毒の調査の要請
必要に応じ、厚生労働大臣が都道府県知事等に調査、報告を要請

都道府県等とのネットワーク
食品保健総合情報処理システムの活用

●食品営業施設の監視指導

●コンプライアンス（法令遵守）

● （社団法人日本食品衛生協会等）

　啓発

●仕入れ先の名称等の記録保存

乳

乳製品

食肉製品

魚肉練り製品

容器包装詰加圧加熱殺菌食品

清涼飲料水

160施設（236件）

180 261件）

件）

件）

34 件）

99施設（146件）
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●牛海綿状脳症（BSE）対策●牛海綿状脳症（BSE）対策

●牛海綿状脳症（ ）とは、牛以外のヒトを含めた他の

伝達性海綿状脳症（Transmissible Spongiform Encephalopathy :TSE）

という未だ十分に解明されていない病気の一つで、牛の脳の組織にスポンジ状の変化を起こし、起

立不能等の症状を示す遅発性かつ悪性の中枢神経系の疾病。

●プリオンという細胞タンパク質が異常化したものが原因と考えられる。

●発生国からの輸入禁止（二国間で輸入の合意が得られた場合を除く）

BSE検査の実施

●特定部位（頭部、せき髄、回腸遠位部）の除去及び焼却と特定牛（発生国の牛等）のせき柱を

原材料とした食品等の販売禁止

平成17年8 BSE検査の対象を、全ての牛から21か月齢以上の牛に限定するに当たって、生

として、自主的に行われる20か月齢以下の牛の検査についても国庫補助を継続（最長3年間）しているところ。
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※2003年、動物性加工たん白質（乳、乳製品等を除く）の全ての

平成16年3月26日第7回プリオン専門調査会（食品安全委員会）資料より

ほ乳動物たん
白質の全ての
家畜への給与
禁止（96年）

英国

（注）

※英国の変異型CJD患者数は、中国（香港）例を含む
BSE罹患牛頭数：国際獣医事務局ホームページより抜粋

（2006年9月29日）
（日本、米国は2006 10 19

　変異型CJD患者数：
（2006年9月7日）

国別・地域別 BSE罹患
牛頭数 変異型CJD患者数

英 国

フ ラ ン ス

アイルランド

イ タ リ ア

オ ラ ン ダ

日 本

カ ナ ダ

米 国

ポルトガル

ス ペ イ ン

ス イ ス

ド イ ツ

162※（うち156名死亡）

17名死亡）

4（うち

1

2

1（英国滞在歴あり）

1（英国滞在歴あり）

2（在米英国人）

1

1

0

0

184,431

976

1,579

134

80

29

10

2

996

654

462

395

動物への給与禁止（88年）
全てのほ乳動物SBOの反すう
動物への給与禁止（ 年）

SBO使

（89年）
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